
２．短期入所（ショートスティ）・介護予防短期入所（介護予防ショートステイ） 介護老人保健施設 　三春南東北リハビリテーション・ケアセンター

１）介護保険1割負担

2)施設利用料 4)施設利用料

<その他の個人負担>（各サービス共通）

電話・私物洗濯代・医療機関受診一部負担金等　　　　

4)加算利用料 ※１ リハビリテーション機能強化加算 ／１日

※２ 夜勤職員配置加算 ／１日

※３ サービス提供体制加算（Ⅰ） ／１日

※４ 日用消耗品費／１日 ／１日

※５ 教養娯楽費／１日 ／１日

¥30

（第３段階）

備　　　考

個別リハビリテーションを行った場合（1日につき）

（第１段階） （第２段階）

-¥                    

（点数×10円×0.1）

入所中に急に状態が悪化し治療を行った場合（3日限度）

¥24

¥12

¥100

基準以上の夜勤職員を配置している場合

倶楽部やレクリエーションで使用する、折り紙、粘土等の材料や風船、花、習字、絵画、刺繍等の
材料に　　　おいて、施設で用意するものをご利用頂く場合にお支払いいただきます。

日中のみご利用の場合、1回につき　※利用者条件あり

若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めサービス
を提供する場合（1日につき）

認知症・心理症状により在宅生活が困難なため、緊急の
サービス利用となった場合（7日を限度）

介護職員のうち介護福祉士が５０％以上の場合

100¥      特殊石鹸・特殊シャンプー・タオル類等の費用  ※４

4時間以上6時間未満

490¥               1,310¥                

（第２段階） 特別室料金

100¥      

リハビリテーションが適時適切に行える場合

1日あたり

日 額 備　　　考

日用消耗品費

120¥      

費 用 日 額

<　滞在費　>

従来型個室

490¥               

（第１段階）一般（第4段階以上）

900¥      

23¥        

個別リハビリテーション実施加算 240¥      

医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合

緊急時治療管理 500¥      

特定治療 備考参照

1,250¥   

特定介護老人保健施設短期入所療養介護

要介護度

1,067¥     960¥      

介護給付

983¥      

要介護１

費 用

697¥      911¥      

1,050¥   個室利用の場合

教養娯楽費

一般（第4段階以上）

650¥                   390¥               300¥               

（第３段階）

材料費・道具代等   ※５

※１リハビリテーション機能強化加算、※２夜勤職員配置加算、※３サービス提供体制加算（Ⅰ）を含む

1,120¥   

要介護４

968¥        

介護予防

1割負担 778¥      

要支援１

851¥      

要介護５

914¥          861¥      812¥      638¥      

特殊石鹸、カミソリ、特殊シャンプー、バスタオル、フェイスタオル等の費用であり、施設で用意
するものを　ご利用頂く場合にお支払い頂きます。

¥100

1,013¥        

1,500¥            

1,640¥            

<　食事代　>

1割負担

（第１段階）

認知症行動・心理症状緊急対応加算

1日あたり

3時間以上4時間未満 650¥      

送迎（片道）

療養食加算

184¥      

200¥      

若年性認知症利用者受入加算

6時間以上8時間未満

320¥               320¥               

（第２段階） （第３段階）

320¥                   

         利  用  料  金  表                                                                    〈  H21.4.1現在  〉

1日あたり

多床室 一般（第4段階以上）

短期入所（ショートステイ）

要介護３

多床室

要介護２要支援２

従来型個室


